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企画提案書等作成要領 

 

１ 様式・体裁・注意事項 

⑴ Ａ４版、両面印刷にて作成すること。 

⑵ 各ページにはページ番号を記載すること。 

⑶ 提出物 

ア 原本 

紙媒体または電子媒体を１部 

※印が必要な様式には、社印・代表者印を押印した紙媒体または電子署名を

行った電子データを提出すること。 

イ 副本 

紙媒体を５部 

ウ 電子データ 

原本を格納した電子媒体ＣＤ－Ｒ等（ファイル形式は Word、Excel、PDF のい

ずれか）を１部 

※「ア 原本」で電子署名を行った電子データを含む。 

⑷ 提出時に提案内容の説明は受けない。 

２ 提案書記載事項 

⑴ 表１の項目の順序に従って提出すること。 

⑵ 調達仕様書の内容を踏まえて簡潔に記載すること。なお要件を満たさない事項

またはより良い提案がある場合は、その差異を明記すること。 

⑶ 提案内容は全て実現可能なものとし、その実現に係る全ての費用を見積金額に

含めること。 

⑷ 難解な語句等に注釈や解説を加え、図表を用いる等、簡潔かつ明瞭で理解しや

すい表現で記述すること。 

⑸ 広範囲に提案を求めている項目に対しては、適宜、分類・整理した上で、網羅

的に記述すること。 

⑹ 東海市が求める業務内容のうち、実現不可能な項目については明記すること。

また、実現不可能な項目について提供可能な代替案があれば明記すること。 
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⑺ 提案内容について二通り以上に解釈できる場合は、東海市にとって有利な解釈

によるものとする。 

⑻ 提案書等に明記されていない事項であっても、社会通念に照らして東海市が求

める要求要件及び提案内容の実現のために当然必要と認められる事項について

は、提案者の負担で対応すること。 

⑼ 提案書等の記述において、特許権等の法令に基づいて保護される第三者の権利

の対象となっているものを使用した結果生じた責任は提案者が負うこと。 

⑽ 提案書等の作成及び提出に要する費用は提案者の負担とする。 

 

  



【別添２】 

3 

表１ 記載内容・注意点 

項 提出物 記載内容・注意点 

１ 

【様式】企画提

案書の提出につ

いて 

押印または電子署名を付与すること。 

２ 
【様式任意】企

画提案書 

Ａ４版、縦・横不問、横書き、両面、１００ページ以下

（表紙・目次を除く）で作成すること。なお、文字の大き

さは原則として１０．５ポイント以上（図表・注釈等で対

応が困難なものを除く）とすること。 

企画提案書には次の項目について記載すること。調達仕様

書の内容を踏まえて、東海市側に理解できるような構成と

すること。項目ごとに重複している部分があれば、重複記

入せず、「〇〇を参照」等と記入してもよい。 

提案書の内容は、提案者が責任を持って必ず履行できる内

容とすること。なお、次の項目に挙げられていない事項で

あっても、必要と思われる事項及び東海市に有用である事

項があれば積極的に別途提案すること。 

本業務に

対する基

本的な考

え方 

本市の目的を達成するための基本方針と、本

市の抱える課題等を考慮した本事業の基本的

な考え方について記載すること。 

本業務の

推進に係

るマネジ

メントの

支援 

 本業務を円滑に遂行できる組織体制（有識

者・経験者の配置等を含む）について記載

すること。 

 本業務のスケジュールを記載すること。 

研修の実

施 

研修の回数や研修内容に関する提案を記載す

ること。 

現行の庁

内業務調

査方法 

現行業務の調査の方法を記載すること。ま

た、職員が実施する内容と受託者が実施する

内容を明記すること。 

見直し対

象業務の

選定支援 

見直し対象業務選定の方法や、選定で重視す

る考え方などについて記載すること。 



【別添２】 

4 

２ 
【様式任意】企

画提案書 

ＢＰＲの

検討及び

提案 

対象業務の改善施策（案）及び新業務プロセス

（案）作成の考え方や手法について記載するこ

と。 

業務改善

の実施内

容 

 改善施策（案）等を基に、実際に所管課が

業務改善に取り組む際のサポート内容につ

いて記載すること。また、職員が実施する

内容と受託者が実施する内容を明記するこ

と。 

 実施した業務改善の効果の測定方法を記載

すること。また、職員が実施する内容と受

託者が実施する内容を明記すること。 

３ 
【様式任意】独

自提案 
独自提案 

必須ではないため、該当がなければ提出不

要。 

調達仕様書の内容以外で提案者の経験等をい

かして、利便性の向上や職員の効率化及び負

担軽減など独自提案があれば記載すること。

提案する内容は、期間内に実行できるものと

し、将来的な拡張や不透明な方針を提案しな

いこと。また、記載する内容は上限金額内で

対応できるものに限る。 

独自提案の見積書については、Ａ４版、任意

様式とするが各項目の金額が分かるように、

またできるだけ積算内容が分かるように記載

すること。 

４ 
【様式５】実績一

覧 

下記の業務について、それぞれの自治体への受託実績とし

て、人口規模と自治体名を記載すること。 

①財務会計関係のＢＰＲ 

②電子決裁関係のＢＰＲ 

③文書管理関係のＢＰＲ 

④契約管理関係のＢＰＲ 

5 

【様式６】見積書 

【様式任意】見積

書明細 

次項「３見積書作成要領」に基づき記載すること。 
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３ 見積書作成要領 

【様式６】見積書、【様式任意】見積書明細の作成に当たっては、実施要領及び調

達仕様書を理解したうえで、スマート行政ＢＰＲ支援業務にかかるすべての費用を

次の要領で作成すること。 

⑴ 見積金額は提案内容評価の参考として利用するものであり、契約金額とならな

いものとする。 

⑵ 見積金額は消費税及び地方消費税の額を含まない額とし、【様式任意】見積書明

細については、積算根拠（プロジェクトに何人工等）をできるだけ詳細かつ具体

的に記載すること。 

⑶ 【様式６】見積書には社名及び代表者名を記載し、押印すること。 

⑷ 【様式任意】見積書明細は、【様式６】見積書と一致しなければならない。 

  独自提案については、【様式６】見積書、【様式任意】見積書明細に含めること。

独自提案の見積額を含め、提案上限額の範囲内とすること。 

 

【問い合わせ先および各種書類の提出先】 

東海市 企画部 デジタル推進課 

〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目 1 番地 

（Tel）052-613-7582 

（Fax）052-603-8803 

（e-mail）digital@city.tokai.lg.jp 

 


